
別紙１ 

 

主 な 改 正 事 項 

 

改正後条項号 改正前条項号 改 正 事 項 の 概 要 

   

第２編 第２編  

2-1-2 

2-1-5 

2-1-2 

2-1-5 

 

 

3-共通事項-2 

3-共通事項-5 

3-共通事項-6 

3-共通事項-7 

3-共通事項-11 

3-共通事項-15 

3-清酒-2 

3-清酒-6 

3-合成清酒-1 

3-合成清酒-4 

3-合成清酒-5 

3-焼酎-2 

 

3-焼酎 3 

 

3-焼酎-7 

 

3-焼酎-10 

 

3-焼酎-11 

 

3-みりん-2 

3-みりん-3 

3-果実酒及び甘

味果実酒-3 

3-果実酒及び甘

味果実酒-5 

3-ウイスキー-3 

3-ブランデー-1 

3-ブランデー-2 

3-発泡酒-2 

3-リキュール-2 

3-酒母、もろみ

及びこうじ-4 

3-共通事項-2 

3-共通事項-5 

3-共通事項-6 

3-共通事項-7 

3-共通事項-11 

3-共通事項-15 

3-清酒-2 

3-清酒-6 

3-合成清酒-1 

3-合成清酒-4 

3-合成清酒-5 

3-しょうちゅう

-2 

3-しょうちゅう

3 

3-しょうちゅう

-7 

3-しょうちゅう

-10 

3-しょうちゅう

-11 

3-みりん-2 

3-みりん-3 

3-果実酒及び甘

味果実酒-3 

3-果実酒及び甘

味果実酒-5 

3-ウイスキー-3 

3-ブランデー-1 

3-ブランデー-2 

3-発泡酒-2 

3-リキュール-2 

3-酒母、もろみ

及びこうじ-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたこと等に伴

い所要の整備を行った。 

6の 2-2 6の 2-2  

6の 3-1-6 6の 3-1-6  

7-1-5 

7-1-7 

7-1-5 

7-1-7 

 

8-3 8-3  

9-1-8 

9-1-10 

9-1-13 

9-1-14 

 

9-1-8 

9-1-10 

9-1-13 

9-1-14 

 

 

9—1-18 9-1-18 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の一部改正により酒

類販売管理研修の受講等が義務化になったことに伴い所要の整備を

行った。 

 



改正後条項号 改正前条項号 改 正 事 項 の 概 要 

9-1-19 9-1-19 「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたこと等に伴

い所要の整備を行った。 

 

10-2-1 10-2-1 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の一部改正により公

正な取引の基準を制定したことに伴い所要の整備を行った。 

 

10-10-1 

10-11-2 

10-10-1 

10-11-2 

 

11-1-1 

11-1-2 

11-2-1 

11-1-1 

11-1-2 

11-2-1 

 

22-2-1 22-2-1  

23-3 23-3  

28-1-2 

28-1-4 

28-1-12 

28-1-13 

28-5-1 

28-6-2 

28-1-2 

28-1-4 

28-1-12 

28-1-13 

28-5-1 

28-6-2 

 

 

30の 2-1、2及び

3-10 

30の 2-1、2及び

3-10 

 

30の 6-1、2及び

3-1 

30の 6-1、2及び

3-4 

30の 6-1、2及び

3-1 

30の 6-1、2及び

3-4 

 

31-1-9 

31-1-12 

31-1-9 

31-1-12 

 

43-1-3 

43-1-4 

43-1-9 

43-1-10 

43-9-1 

43-9-2 

43-9-3 

43-9-4 

43-1-3 

43-1-4 

43-1-9 

43-1-10 

43-9-1 

43-9-2 

43-9-3 

43-9-4 

 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたこと等に伴

い所要の整備を行った。 

 

44-2-2 44-2-2  

46-3 

47-1-3 

46-3 

47-1-3 

 

47-1-5 47-1-5  

50-1-1 

50-1-2 

50-1-5 

50-1-7 

50-1-8 

50-1-9 

50-1-12 

50-1-13 

50-1-15 

50-1-1 

50-1-2 

50-1-5 

50-1-7 

50-1-8 

50-1-9 

50-1-12 

50-1-13 

50-1-15 

 

50の 2-1-1 

50の 2-2-4 

 

50の 2-1-1 

50の 2-2-4 

 

第３編 第３編  

87-1 87-1  

 

 

 



改正後条項号 改正前条項号 改 正 事 項 の 概 要 

87の 3-1 

87の 3-2 

87の 3-3 

87の 3-4 

87の 3-5 

87の 5-1 

87の 5-2 

87の 5-3 

87の 5-4 

87の 5-5 

 

 

87の 4-1-1 

87の 4-1-2 

87の 4-1-3 

87の 6-1-1 

87の 6-1-2 

87の 6-1-3 

「租税特別措置法」の一部改正により条文番号が変更されたことに

伴い所要の整備を行った。 

87の 5-2 

87の 5-3 

87の 5-4 

87の 5-5 

87の 5-6 

87の 5-7 

87の 5-8 

 

87の 7-2 

87の 7-3 

87の 7-4 

87の 7-5 

87の 7-6 

87の 7-7 

87の 7-8 

 

 

87の 6 （新設） 「租税特別措置法」の一部改正により輸出酒類販売場における酒税

免税制度が設けられたことに伴い所要の整備を行った。 

 

87の 8-4-1 

87の 8-4-2 

87の 8-4-1 

87の 8-4-2 

「租税特別措置法」の一部改正により条文番号が変更されたことに

伴い所要の整備を行った。 

 

第４編 第４編  

81-1-1 

81-4-1 

81-4-2 

81-4-3 

81-4-4 

 

81-1-1 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の一部改正により差額

課税に係る酒税の納税申告書の提出期限の特例が設けられたことに

伴い所要の整備を行った。 

 

第５編 第５編  

2-1 2-1  

5-1-1 

5-1-2 

5-1-1 

5-1-2 

 

6-3-1 6-3-1  

11-4-1 11-2-1  

11-5-1 

11-5-2 

11-5-3 

11-3-1 

11-3-2 

11-3-3 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたこと等に伴

い所要の整備を行った。 

 

13-1 13-1  

15-1-1 15-1-1  

15-2-1 

15-2-2 

 

15-2-1 

15-2-2 

 

第７編 第７編  

7-1-3 

7-1-8 

7-1-10 

7-1-12 

7-1-13 

7-1-14 

7-1-15 

7-1-16 

7-3-1 

7-1-3 

7-1-8 

7-1-10 

7-1-12 

7-1-13 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

7-3-1 

 

 

「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の一

部改正により用語の表記が改められたことに伴い所要の整備を行っ

た。 

8 

 

（新設）  



改正後条項号 改正前条項号 改 正 事 項 の 概 要 

第８編 

第１章 

第８編 

第１章 

 

13-3-2 13-3-2  

14-1-1 

14-1-3 

14-1-1 

14-1-3 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたこと等に伴

い所要の整備を行った。 

16-1-2 16-1-2  

23の 2-1 23の 2-1  

（削除） 26の 2-2  

29-1-1 29-1-1  

32-1 32-1  

38-2-1 38-2-1  

42-2 

42-5 

42-2 

42-5 

 

58-1-2 58-1-2  

79-1-1 79-1-1 

 

 

86の 2 

 

86の 3 

 

86の 4 

 

（削除） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

86の 4 

 

 

 

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の一部改正により公

正な取引の基準を制定したことに伴い所要の整備を行った。 

 

 

 

86の 5-1 

86の 5-2 

（削除） 

86の 5-3 

86の 5-4 

 

86の 5-5 

 

86の 5-6 

86の 5-1 

86の 5-2 

86の 5-3 

86の 5-4 

86の 5-5 

 

86の 5-6 

 

86の 5-7 

 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたことに伴い

所要の整備を行った。 

 

 

「食品表示法」の施行に伴い所要の整備を行った。 

 

 

86の 6-1 

86の 6-2 

86の 6-3 

 

（削除） 

 

86の 6-4 

 

 

86の 6-5 

 

 

86の 6-1 

86の 6-2 

86の 6-3 

 

86の 6-4 

 

86の 6-5 

 

 

（新設） 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたことに伴い

所要の整備を行った。 

 

 

政令の順に移記した。 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたことに伴い

所要の整備を行った。 

 

酒類の地理的表示に関する表示基準の取扱いを別に定める旨確認

的に明示した。 

 

86の 6-6 

 

（新設） 

 

政令の順に移記した。 

86の 9-1-1 

（削除） 

86の 9-1-3 

86の 9-1-4 

86の 9-1-5 

86の 9-1-6 

86の 9-1-7 

86の 9-1-8 

86の 9-1-1 

86の 9-1-3 

86の 9-1-4 

86の 9-1-5 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の一部改正により酒

類販売管理研修の受講等が義務化されたことに伴い所要の整備を行

った。 



改正後条項号 改正前条項号 改 正 事 項 の 概 要 

86の 9-1-9 

86の 9-1-10 

86の 9-1-11 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

86の 9-5-1 

86の 9-9-1 

86の 9-9-2 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

86の 9-5-1 

86の 9-5-2 

86の 9-5-3 

86の 9-5-4 

86の 9-5-5 

86の 9-5-6 

86の 9-5-7 

86の 9-6-1 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の一部改正により酒

類販売管理研修の受講等が義務化されたことに伴い所要の整備を行

った。 

 

第２章 

1 

第２章 

1 

 

「酒税法」等の一部改正により用語の表記が改められたことに伴い

所要の整備を行った。 

 

第３章 

1 

 

第３章 

1 

 

 

86 の 9-1-1 の改正により法律の引用が削除されたため、所要の整

備を行った。 

 

 


